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建
築
士
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
建
築
士
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る

改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
登
録
事
項
）

（
登
録
事
項
）

第
三
条

名
簿
に
登
録
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
条

名
簿
に
登
録
す
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

法
第
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
同
条
第
二
項
第
一
号
又
は
法
第
二

五

法
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は
同
条
第
二
項
第
一
号
又
は
法

十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
当
該

第
二
十
四
条
第
二
項
に
規
定
す
る
講
習
の
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、

講
習
を
修
了
し
た
年
月
日
及
び
当
該
講
習
の
修
了
証
の
番
号

当
該
講
習
を
修
了
し
た
年
月
日
及
び
当
該
講
習
の
修
了
証
の
番
号

六
～
八

（
略
）

六
～
八

（
略
）

（
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
及
び
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
）

（
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
及
び
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
）

第
九
条
の
三

法
第
十
条
の
三
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
構
造
設

第
九
条
の
三

法
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
構

計
一
級
建
築
士
証
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
の
交
付
を
申
請
し
よ
う
と

者
は
、
第
三
号
の
二
書
式
に
よ
る
交
付
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
、

す
る
者
は
、
第
三
号
の
二
書
式
に
よ
る
交
付
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添

こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

え
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に

一

法
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
に
該
当
す
る

あ
つ
て
は
、
建
築
士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平

者
に
あ
つ
て
は
、
建
築
士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令

成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
三
十
七
号
）
第
二
十
八
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る

（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
三
十
七
号
）
第
二
十
八
条
第
十
二
号
に
規
定

修
了
証

す
る
修
了
証

二

法
第
十
条
の
三
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る
者
に

二

法
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
又
は
同
条
第
二
項
第
二
号
に
該
当
す
る

あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
一
級
建

者
に
あ
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一
号
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
一

築
士
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

級
建
築
士
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
技
能
を
有
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類

２
～
４

（
略
）

２
～
４

（
略
）

（
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
及
び
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
の
書
換
え
交
付
）

（
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
及
び
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
の
書
換
え
交
付
）

第
九
条
の
四

（
略
）

第
九
条
の
四

（
略
）

２

前
項
及
び
法
第
十
条
の
三
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又

２

前
項
及
び
法
第
十
条
の
二
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
構
造
設
計
一
級
建
築
士

は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
一
級

証
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
の
書
換
え
交
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、

建
築
士
免
許
証
用
写
真
を
貼
付
し
た
建
築
士
証
書
換
え
交
付
申
請
書
に
構
造
設
計

一
級
建
築
士
免
許
証
用
写
真
を
貼
付
し
た
建
築
士
証
書
換
え
交
付
申
請
書
に
構
造
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一
級
建
築
士
証
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
を
添
え
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣

設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
を
添
え
、
こ
れ
を
国
土
交
通

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

（
略
）

３

（
略
）

（
規
定
の
適
用
）

（
規
定
の
適
用
）

第
九
条
の
七

中
央
指
定
登
録
機
関
が
法
第
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
一
級
建

第
九
条
の
七

中
央
指
定
登
録
機
関
が
法
第
十
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
一
級
建

築
士
登
録
等
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
一
条
の
四
、
第
一
条
の
五
第
一
項
及

築
士
登
録
等
事
務
を
行
う
場
合
に
お
け
る
第
一
条
の
四
、
第
一
条
の
五
第
一
項
及

び
第
二
項
、
第
二
条
、
第
四
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
六
条
第
五
項
、
第
七
条
並

び
第
二
項
、
第
二
条
、
第
四
条
か
ら
第
五
条
ま
で
、
第
六
条
第
五
項
、
第
七
条
並

び
に
第
九
条
の
二
か
ら
第
九
条
の
五
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

び
に
第
九
条
の
二
か
ら
第
九
条
の
五
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
規
定(

第
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
を
除
く
。)

中
「
国
土
交
通
大
臣
」
と

の
規
定(

第
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
を
除
く
。)

中
「
国
土
交
通
大
臣
」
と

あ
る
の
は
「
中
央
指
定
登
録
機
関
」
と
、
第
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「

あ
る
の
は
「
中
央
指
定
登
録
機
関
」
と
、
第
一
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「

こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
を
中
央
指
定
登
録
機
関
」
と
、
第

こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
」
と
あ
る
の
は
「
こ
れ
を
中
央
指
定
登
録
機
関
」
と
、
第

二
条
第
一
項
中
「
第
二
号
書
式
に
よ
る
一
級
建
築
士
免
許
証
」
と
あ
る
の
は
「
一

二
条
第
一
項
中
「
第
二
号
書
式
に
よ
る
一
級
建
築
士
免
許
証
」
と
あ
る
の
は
「
一

級
建
築
士
免
許
証
明
書
」
と
、
第
四
条
の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
三
項
並
び
に

級
建
築
士
免
許
証
明
書
」
と
、
第
四
条
の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
三
項
並
び
に

第
五
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
二
項
中
「
免
許
証
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書

第
五
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第
二
項
中
「
免
許
証
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書

」
と
、
第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
免
許
証
の
書
換
え
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
免
許

」
と
、
第
四
条
の
二
第
一
項
中
「
免
許
証
の
書
換
え
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
免
許

証
明
書
の
書
換
え
交
付
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

証
明
書
の
書
換
え
交
付
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
免
許
証
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

り
免
許
証
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
明
書
」
と
、
第
五
条
第

て
適
用
さ
れ
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
免
許
証
明
書
」
と
、
第
五
条
第

三
項
中
「
免
許
証
の
再
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書
の
再
交
付
」
と
、
第

三
項
中
「
免
許
証
の
再
交
付
」
と
あ
る
の
は
「
免
許
証
明
書
の
再
交
付
」
と
、
第

七
条
第
一
項
中
「
免
許
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
第
六
条
第
四
項
の
届
出
が
あ
つ

七
条
第
一
項
中
「
免
許
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
第
六
条
第
四
項
の
届
出
が
あ
つ

た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
が
免
許
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
建
築

た
場
合
」
と
あ
る
の
は
「
国
土
交
通
大
臣
が
免
許
を
取
り
消
し
た
場
合
又
は
建
築

士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交

に
よ
り
第
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
の
交

付
を
受
け
た
場
合
」
と
、
第
九
条
の
二
第
一
項
中
「
法
第
六
条
第
二
項
」
と
あ
る

付
を
受
け
た
場
合
」
と
、
第
九
条
の
二
第
一
項
中
「
法
第
六
条
第
二
項
」
と
あ
る

の
は
「
法
第
十
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第

の
は
「
法
第
十
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第

六
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
告
示
」
と
あ
る
の
は
「
公
示
」
と
、
第
九

六
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
告
示
」
と
あ
る
の
は
「
公
示
」
と
、
第
九

条
の
三
第
一
項
中
「
法
第
十
条
の
三
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「

条
の
三
第
一
項
中
「
法
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
」
と
あ
る
の

法
第
十
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
条
の

は
「
法
第
十
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十

三
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
号
の
三
書
式
に
よ
る

条
の
二
の
二
第
一
項
又
は
同
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
三
号
の
三
書
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構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
第
三
号
の
四
書
式
に
よ
る
設
備
設
計
一
級
建
築
士

式
に
よ
る
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
第
三
号
の
四
書
式
に
よ
る
設
備
設
計
一

証
」
と
あ
る
の
は
「
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
」

級
建
築
士
証
」
と
あ
る
の
は
「
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
設
備
設
計
一
級
建

と
、
第
九
条
の
四
第
二
項
中
「
法
第
十
条
の
三
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
十

築
士
証
」
と
、
第
九
条
の
四
第
二
項
中
「
法
第
十
条
の
二
の
二
第
四
項
」
と
あ
る

条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第
十
条
の
三
第
四

の
は
「
法
第
十
条
の
十
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第

項
」
と
す
る
。

十
条
の
二
の
二
第
四
項
」
と
す
る
。

第
十
七
条
の
三
十
七

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
に

第
十
七
条
の
三
十
七

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
に
つ
い
て
、
同
表
の
中
欄
に

掲
げ
る
一
級
建
築
士
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

掲
げ
る
一
級
建
築
士
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
講
習
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
講
習
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
略
）

（
略
）

二

構
造
設

法
第
十
条
の
三
第
一
項
の
構
造
設
計

法
第
十
条
の
三
第
一

二

構
造
設

法
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
の
構
造

法
第
十
条
の
二
の
二

計
一
級
建

一
級
建
築
士
証
の
交
付
を
受
け
た
者

項
第
一
号
に
規
定
す

計
一
級
建

設
計
一
級
建
築
士
証
の
交
付
を
受
け

第
一
項
第
一
号
に
規

築
士
定
期

で
あ
つ
て
、
構
造
設
計
一
級
建
築
士

る
講
習
を
修
了
し
た

築
士
定
期

た
者
で
あ
つ
て
、
構
造
設
計
一
級
建

定
す
る
講
習
を
修
了

講
習

定
期
講
習
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者

日
の
属
す
る
年
度
の

講
習

築
士
定
期
講
習
を
受
け
た
こ
と
が
な

し
た
日
の
属
す
る
年

翌
年
度
の
開
始
の
日

い
者

度
の
翌
年
度
の
開
始

か
ら
起
算
し
て
三
年

の
日
か
ら
起
算
し
て

以
内

三
年
以
内

三

設
備
設

法
第
十
条
の
三
第
二
項
の
設
備
設
計

法
第
十
条
の
三
第
二

三

設
備
設

法
第
十
条
の
二
の
二
第
二
項
の
設
備

法
第
十
条
の
二
の
二

計
一
級
建

一
級
建
築
士
証
の
交
付
を
受
け
た
者

項
第
一
号
に
規
定
す

計
一
級
建

設
計
一
級
建
築
士
証
の
交
付
を
受
け

第
二
項
第
一
号
に
規

築
士
定
期

で
あ
つ
て
、
設
備
設
計
一
級
建
築
士

る
講
習
を
修
了
し
た

築
士
定
期

た
者
で
あ
つ
て
、
設
備
設
計
一
級
建

定
す
る
講
習
を
修
了

講
習

定
期
講
習
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
者

日
の
属
す
る
年
度
の

講
習

築
士
定
期
講
習
を
受
け
た
こ
と
が
な

し
た
日
の
属
す
る
年

翌
年
度
の
開
始
の
日

い
者

度
の
翌
年
度
の
開
始

か
ら
起
算
し
て
三
年

の
日
か
ら
起
算
し
て

以
内

三
年
以
内

２
～
５

（
略
）

２
～
５

（
略
）
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（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
四
条

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次

第
二
十
四
条

法
及
び
こ
の
省
令
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
権
限
の
う
ち
、
次

に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ

に
掲
げ
る
も
の
は
、
地
方
整
備
局
長
及
び
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ

し
、
第
四
号
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を

し
、
第
四
号
に
掲
げ
る
権
限
に
つ
い
て
は
、
国
土
交
通
大
臣
が
自
ら
行
う
こ
と
を

妨
げ
な
い
。

妨
げ
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

法
第
十
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は
設
備

五

法
第
十
条
の
二
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
構
造
設
計
一
級
建
築
士
証
又
は

設
計
一
級
建
築
士
証
を
交
付
し
、
及
び
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
受
納
を
す

設
備
設
計
一
級
建
築
士
証
を
交
付
し
、
及
び
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
受
納

る
こ
と
。

を
す
る
こ
と
。

六
～
十
六

（
略
）

六
～
十
六

（
略
）
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第
一
号
書
式

第
一
号
書
式
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第
一
号
の
二
書
式

第
一
号
の
二
書
式
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第
三
号
の
二
書
式

第
三
号
の
二
書
式
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（
建
築
基
準
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

建
築
基
準
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
四
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
構
造
計
算
に
関
す
る
高
度
の
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
者
等
）

（
構
造
計
算
に
関
す
る
高
度
の
専
門
的
知
識
及
び
技
術
を
有
す
る
者
等
）

第
三
条
の
十
三

法
第
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要

第
三
条
の
十
三

法
第
六
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
要

件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
特
定
建
築
基
準
適
合
判

件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
（
以
下
「
特
定
建
築
基
準
適
合
判

定
資
格
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

定
資
格
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

建
築
士
法
第
十
条
の
三
第
四
項
に
規
定
す
る
構
造
設
計
一
級
建
築
士

一

建
築
士
法
第
十
条
の
二
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
構
造
設
計
一
級
建
築
士

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
建
築
士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

建
築
士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
令
第
三
十
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
登
録
講
習
機
関
登
録
簿
の
記
載
事
項
）

（
登
録
講
習
機
関
登
録
簿
の
記
載
事
項
）

第
二
十
四
条

法
第
十
条
の
二
十
四
第
二
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事

第
二
十
四
条

法
第
十
条
の
二
十
四
第
二
項
第
五
号
の
国
土
交
通
省
令
で
定
め
る
事

項
は
、
役
員
の
氏
名
（
法
第
十
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
登
録
講
習
機

項
は
、
役
員
の
氏
名
（
法
第
十
条
の
二
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
登
録
講

関
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
単
に
「
登
録
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
が
法
人
で
あ

習
機
関
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
単
に
「
登
録
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
が
法
人

る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
四
十
一
条

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
五

第
四
十
一
条

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
五

条
ま
で
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
は
、
登
録
講
習
機
関
に
つ
い
て

条
ま
で
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
は
、
登
録
講
習
機
関
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

読
み
替
え

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

る
規
定

る
規
定

（
略
）

（
略
）

第
二
十
四

（
略
）

第
二
十
四

（
略
）

条

条

法
第
十
条
の
三
第
一
項

法
第
二
十
二
条
の
二

法
第
十
条
の
二
の
二
第

法
第
二
十
二
条
の
二

第
一
号

一
項
第
一
号

（
略
）

（
略
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
四
十
四
条

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
五

第
四
十
四
条

第
二
十
三
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
五

条
ま
で
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
は
登
録
講
習
機
関
に
つ
い
て
準

条
ま
で
、
第
三
十
七
条
及
び
第
三
十
八
条
の
規
定
は
登
録
講
習
機
関
に
つ
い
て
準
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用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
必
要
な
技
術
的
読
替
え
は
、
次
の
表
の
と
お
り

と
す
る
。

と
す
る
。

読
み
替
え

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

読
み
替
え

読
み
替
え
ら
れ
る
字
句

読
み
替
え
る
字
句

る
規
定

る
規
定

（
略
）

（
略
）

第
二
十
四

（
略
）

第
二
十
四

（
略
）

条

条

法
第
十
条
の
三
第
一
項

法
第
二
十
四
条
第
二
項

法
第
十
条
の
二
の
二
第

法
第
二
十
四
条
第
二
項

第
一
号

一
項
第
一
号

（
略
）

（
略
）

第
八
号
様
式

第
八
号
様
式
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附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整

備
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
八
月
二
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を

取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


